
検討体制について
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新たな地域医療構想の記載事項
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新たな地域医療構想は、入院医療だけではなく、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材

確保等を含めた地域の医療提供体制全体の将来の構想となるため、記載事項も大幅に増える見

通しとなっている。

議論すべき内容が多岐にわたるため、本会議を効率的に運用する必要がある。

令和６年12月３日 第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料１（P31）より抜粋



今後の岡山県地域医療構想調整会議の進め方について
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構成

● 地域医療構想の範囲が広がることから、岡山県地域医療構想調整会議（親会議）の構成

を見直すこととしたい。

※ 具体的な構成は、今後、国のガイドラインの内容を踏まえて検討

● 限られた期間に、様々な議論を行う必要があることから、岡山県地域医療構想調整会議

（親会議）の下に、必要に応じ、特定のテーマについて議論を深めるためのワーキンググ

ループ（仮）を設置してはどうか。

※ 構想区域別の地域医療構想調整会議については、各調整会議において、必要に応じ、地

域の実情を踏まえた構成や運営方法を検討

区分 現在の構成団体等

医療関係団体 県医師会、県病院協会

保険者
岡山県国民健康保険団体連合会、健康保険組合連合会岡山連合会
全国健康保険協会岡山支部

各構想区域代表 各構想区域地域医療構想調整会議議長

学識経験者 地域医療構想アドバイザー

運営方法
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